
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

省エネ住宅の効果等のきめ細やかな情報提供、新築・改修時の相談対応、設計・施工者の技術力

向上の支援などを総合的に推進するため、工務店、設計者、建材メーカー、金融、流通、公的団体

等の多様な主体で構成する「(仮称)よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム」を設立します。 

このたび、当該コンソーシアムの設立に向けて、住宅の省エネ化の推進に向けた高い意欲と確か

な技術力を持つ事業者の皆様を募集します。（詳細は、別添の募集に関する要項をご参照ください。） 

 

 

１ コンソーシアムが目指すもの 

最高レベルの断熱性能(等級６、７)や気密性能を備えた ZEH 等の「省エネ性能のより高い住宅」

（裏面参照）が当たり前となるような世の中を目指します。 

 

２ 主な取組 

(1) 「よこはま省エネルギー住宅アカデミー」等の 

セミナーによるきめ細やかな情報提供 

(2) 「設計・施工者の登録・公表制度」*と連動した 

技術力向上の支援 
*「省エネ性能のより高い住宅」の設計・施工等に関する技術講習会を開催し、 

受講した設計・施工者を横浜市が登録・公表するなど、設計・施工者の 

技術力の向上を支援する制度（令和５年度開始予定） 

(3) 省エネ住宅に関する市民からの相談対応 

(4) その他省エネ住宅の普及に関わる取組 

 

３ 主な参加要件 

省エネ住宅普及促進のため、横浜市の住宅政策の方向性に理解、賛同する法人又は団体である

こと、並びに住まい手や賃貸住宅オーナー等への「省エネ意識の向上、行動変容」を促す情報提

供、設計・施工者の「設計・施工技術の向上」等につながる講座、現場見学会や体感型ワークシ

ョップ、調査・研究等の取組を自発的かつ意欲的に行う法人又は団体であること。 

 

４ スケジュール 

 令和４年 11 月９日（水）～11 月 30 日（水）参加事業者募集 

 令和５年３月末              コンソーシアム設立、設立記念イベント 

 令和５年４月                    コンソーシアムによる取組の開始 
 

お問合せ先 

建築局住宅政策課長 松本 光司 Tel 045-671-2917 
        
 

令 和 ４ 年 1 1 月 ９ 日 
建 築 局 住 宅 政 策 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

高気密・高断熱で、快適に過ごせる家のイメージ 
出典：『なっとく！省エネ住宅を選ぶべき６つの理由』横浜市建築局発行 
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（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアムの 
参加事業者を募集します 

裏面あり 



 

 

 

 
 

横浜市では、「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例」の制定等を踏まえ、2050 年脱炭素社会の実

現に向けた取組を進めていますが、市域における二酸化炭素排出量のうち、家庭部門からの排出量が最も多

いことから、住宅の省エネ化の推進が特に重要となります。 

また、省エネ住宅は、健康・快適、経済性、防災性も兼ね備えていることから、その様々なメリットを市

民の皆様に分かりやすく伝えることにより、普及を促進することが大切です。 

さらに、市内の設計・施工者の技術力向上の支援により、市内経済の活性化につなげることも求められて

います。 

 

 
 

◎WHO*１（世界保健機関）では、平成30年に発行した「住まいと健康に関するガイドライン」により、 

寒さによる健康影響から居住者を守るための冬季室温として「18℃以上」を強く勧告しています。 

*１：国際連合の専門機関の一つであり、人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目的として設立された機関。 

 

◎一方、国では、「住宅の品質確

保の促進等に関する法律」に基

づく「住宅性能表示制度」を見

直し、断熱等性能等級について、

ZEH水準を上回る「等級６」、

「等級７」を創設しました。 

 

◎この最高レベルの断熱性能や気

密性能を備えたZEH等の「省エ

ネ性能のより高い住宅」は、WHO

が強く勧告する「18℃以上」に

より近づけることができる住

宅となります。 
 

国が定める断熱等級のイメージ（６地域（横浜市等）の場合） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「省エネ性能のより高い住宅」のイメージ 

*２ UA 値：室内と外気の熱の出入りのしやす

さの指標。値が小さいほど熱が出入りしにく

く、断熱性能が高い 

*３ 断熱性能比：等級２の UA 値を「１」とし

た場合の断熱性能の倍率。かっこは、等級４

の UA 値を「１」とした場合の断熱性能の倍率 

*４ 令和３年 11 月 24 日社会資本整備審議会

建築分科会建築環境部会建築物エネルギー消

費性能基準等小委員会参考資料 

 

◆ 取組に至った背景 ◆ 

◆ 省エネ性能のより高い住宅 ◆ 



（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアムの事業者募集に関する要項 

 

１ 募集概要 

横浜市では、「横浜市脱炭素社会の形成の推進に関する条例」の制定等を踏まえ、2050 年脱炭素

社会の実現に向けた取組を進めていますが、市域における二酸化炭素排出量のうち、家庭部門から

の排出量が最も多いことから、住宅の省エネ化の推進が特に重要となります。 

また、省エネ住宅は、健康・快適、経済性、防災性も兼ね備えていることから、その様々なメリ

ットを市民の皆様に分かりやすく伝えることにより、普及を促進することが大切です。 

さらに、市内の設計・施工者の技術力向上の支援により、市内経済の活性化につなげることも求

められています。 

そこで、省エネ住宅の効果等のきめ細やかな情報提供、新築・改修時の相談対応、設計・施工者

の技術力向上の支援などを総合的に推進するため、工務店、設計者、建材メーカー、金融、流通、

公的団体等の多様な主体で構成する「（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム」を

設立します。 

このたび、当該コンソーシアムの設立に向けて、住宅の省エネ化の推進に向けた高い意欲と確か

な技術力を持つ事業者の皆様を募集します。 

 

２ コンソーシアムが目指すもの 

最高レベルの断熱性能(等級６、７)や気密性能を備えた ZEH 等の「省エネ性能のより高い住宅」

が当たり前となるような世の中を目指します。 

 

３ 参加要件 

コンソーシアムに参加できる者は、以下全ての事項を満たすこととします。 

(1) 省エネ住宅普及促進のため、横浜市の住宅政策の方向性に理解、賛同する法人又は団体であ

ること、並びに住まい手や賃貸住宅オーナー等への「省エネ意識の向上、行動変容」を促す情

報提供、設計・施工者の「設計・施工技術の向上」等につながる講座、現場見学会や体感型ワ

ークショップ、調査・研究等の取組を自発的かつ意欲的に行う法人又は団体であること。 

(2)(1)の取組を行うにあたり、コンソーシアムに参加する他の事業者と積極的に連携し、相乗効

果を高める意欲がある法人又は団体であること。 

(3)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）でないこと。（必要に応じ、暴力団又は暴力団員に該当するか否かを

神奈川県警察本部長に対して確認を行います。） 

 

４ 参加手続 

(1)コンソーシアムに参加しようとする法人又は団体（以下「申請者」という）は、別紙様式の参

加申出書を提出いただきます。 

(2)申請要件を満たす申請者からの参加の申出について、１に掲げる目的に沿う取組かを確認の

うえ選定します。 

(3)前項の入会の選定にあたり、必要に応じて当該申請者に対し面接を行います。 



５ 申出書の提出方法 

下記ダウンロード URL より申出書をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記提出先

までメールでご提出ください。提出後、コンソーシアムの目的に沿う取組かを確認のうえ参加者

を選定します。 

【ダウンロード URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kenchiku/2022/221109eco-conso.html 

【提出先】横浜市建築局住宅政策課 

Mail：kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp 

  



参加申出書             （別紙様式） 
 

法人名、団体名  

代表者名  

法人所在地 〒  -    

 

連絡担当者 

 

氏名  

E-mail  

Tel  

●これまでに実施した省エネ住宅の普及に関する取組を具体的に記載してください。 

例）令和４年●月●日に市民向けのセミナーを実施 

  参考 URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-

kurashi/jutaku/sien/shoene/event/academy.html 

●自発的かつ意欲的に実施する取組の内容を具体的に記載してください。 

※ 別紙で企画書等を添付して頂いても結構です。 

 

以下の内容について、誓約します。 

□ 省エネ住宅普及促進のため、横浜市の住宅政策の方向性に理解、賛同します。 

□ コンソーシアムに参加する他の事業者と積極的に連携し、相乗効果を高めます。 

□ 

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）ではありません。また、暴力団又は暴力団員に該当するか否かを神奈川県警察本部長に

対して確認を行うことに同意します。 

 



1

⽬的

2050年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」の実現に向けて、
コンソーシアムでは最⾼レベルの断熱性能や気密性能を備えたZEH等の
「省エネ性能のより⾼い住宅」が当たり前となるよう、確かな技術⼒を持った
事業者の皆様とともに、市⺠の意識醸成を図り、⾏動変容につなげます。

（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム

○ 「省エネ性能のより⾼い住宅」を⽬指す理由
• 165万⼾の住宅ストックを持つ横浜市において、国が⽬標とする住宅ストック平均でZEHの達成

には、断熱等級６、７の住宅が不可⽋
• WHO（世界保健機関）は、寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度として、

冬季室温18℃以上や、新築・改築時の断熱を勧告

コンソーシアム



2

コンソーシアムに参加するメリット
断熱等級６、７といった最⾼レベルの省エネ住宅を⽬指す
多様な事業者が連携することで、断熱等級6、７の住宅市場の拡⼤に
つなげます。

（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム

３ 4 5 6 7 5 6 7３ 4

現在の市場 目指す市場

コンソーシアム



3

コンソーシアムの枠組み
・登録・公表制度、省エネ住宅アカデミー、表彰制度等の様々な取組を
確かな技術⼒を持った事業者の皆様と連携し実施

・公⺠連携の取組を公募

（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム

事
業
者
公
募

事
業
者
公
募

省エネ住宅アカデミー
実施事業者

省エネ住宅アカデミー
実施事業者

（仮称）よこはま健康・省エネ住宅
推進コンソーシアム

（仮称）よこはま健康・省エネ住宅
推進コンソーシアム

「省エネ住宅アカデミー」等のセミナー
によるきめ細やかな情報提供

「省エネ住宅アカデミー」等のセミナー
によるきめ細やかな情報提供

その他
等級6、7に取組む事業者

その他
等級6、7に取組む事業者

既存の取組既存の取組

省エネ住宅相談員省エネ住宅相談員

省エネ住宅に関する市民からの
相談対応

省エネ住宅に関する市民からの
相談対応

コンソーシアムのメンバーとして、省エネ住宅アカデミーの開催や、登録・公表制度の運営、
現場見学会の現場提供、省エネ住宅に関する相談業務を実施いただく事業者を公募

事務局は横浜市、横浜市住宅供給公社

設計・施工者の登録・公表制度と
連動した技術力向上の支援

設計・施工者の登録・公表制度と
連動した技術力向上の支援

その他省エネ住宅の普及に関わる取組その他省エネ住宅の普及に関わる取組



4

コンソーシアムの取組例 〜市⺠、事業者向けのセミナーの実施〜
• 団体、事業者の皆様と横浜市が協働でセミナー（省エネ住宅アカデミー

等）を実施します。

（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム

・主催としてセミナーを実施
・セミナーの広報（記者発表、HP、SNS）
・セミナー会場の⼿配

・セミナーの内容、構成、申込受付
・当⽇の運営
・チラシの作成等
・会場費の⼀部を負担

セミナー実施体制（役割分担）セミナー実施体制（役割分担）

横浜市 事業者



• コンソーシアムのメンバーに講師や、⾒学会⽤の現場の提供、
制度の周知、市⺠からの相談などを担っていただきます。

5

コンソーシアムの取組例 〜横浜市の登録・公表制度と連動した取組〜
（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム

講習会を受講し、考
査に合格した方を対
象に、等級６、７を設
計・施工可能な事業
者として市が登録

登録登録

登録した事業者を
市のポータルサイト
上で市が公表

公表公表

コンソーシアムメンバーによる
市民からの相談対応を実施

横浜市の登録・公表制度

断熱、気密性能を
高めるための設計、
施工方法等に関す
る講習会を実施

登録制度必須講習会登録制度必須講習会

市の登録・公表制度と連動した取組

相談対応

登録事業者は
市民からの相談
対応も併せて実
施。

相談対応相談対応

・技術力向上のための見学会現場提供
・講習会の講師として登壇

登録者の
スキルアップ

受講状況を
反映

スキルアップ講習会



6（仮称）よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム

スケジュール

11月９日
募集開始

3月末
コンソーシアム設立
設立記念イベント

11月 １月 ２月 ３月

公募 設立に向けた準備

12月

12月14日
第１回準備会

１月
第２回準備会

２月
第３回準備会




